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▲ごみ分別
　ガイドブック

問合せ　環境業務課 ☎ 072（634）0210へ
４月のごみ・資源収集日程

地 域

ステーション収集 （地域の決められた場所）
複雑

ごみ

普通

ごみペットボトル
指定

ごみ

びん、 缶、

食品トレイ

新聞

古着

ダンボール

雑誌

安
威
川
以
北
地
域

千里丘1・2、千里丘3の1～7番・
15番・16番、千里丘東 1・2 ２日㊋、16日㊋ ２日㊋

９日㊋、
23日㊋

10日㊌
10日㊌、
24日㊌

３日㊌

第１回目
㊌のみ

毎
週
㊊
・
㊍

千里丘 3の 8 ～ 14 番、千里丘 4
～ 7、千里丘新町 ５日㊎、19日㊎ ５日㊎

千里丘東3～ 5 ２日㊋、16日㊋ 16日㊋
12日㊎、
26日㊎庄屋 1・2、東正雀、南千里丘、三島

3の 14番 ５日㊎、19日㊎ 19日㊎

正雀本町 1・2、正雀 1・2 ９日㊋、23日㊋ ９日㊋
２日㊋、
16日㊋

24日㊌
10日㊌、
24日㊌

17日㊌

第３回目
㊌のみ

正雀3・4、三島1・2、三島3（14番
除く） 12日㊎、26日㊎ 12日㊎

桜町 1・2、学園町 1・2、鶴野 1～ 4 ９日㊋、23日㊋ 23日㊋ ５日㊎、
19日㊎香露園、昭和園 12日㊎、26日㊎ 26日㊎

安
威
川
以
南
地
域

北別府町、浜町、東別府1～ 5 １日㊊、15日㊊ １日㊊ ８日㊊、
22日㊊

３日㊌ ３日㊌、
17日㊌

10日㊌

第２回目
㊌のみ

毎
週
㊋
・
㊎

別府1～ 3 ４日㊍、18日㊍ ４日㊍
南別府町、西一津屋、一津屋1～ 3 １日㊊、15日㊊ 15日㊊

11日㊍、
25日㊍

鳥飼和道 1・2、東一津屋、新在家
1・2、鳥飼八防 1、鳥飼八防 2（8・9
番除く）、鳥飼西5の 3・4番

４日㊍、18日㊍ 18日㊍

鳥飼西 1～ 4、鳥飼西 5（3・4番除
く）、鳥飼八防2の 8・9番 ８日㊊、22日㊊ ８日㊊ １日㊊、

15日㊊
17日㊌ ３日㊌、

17日㊌

24日㊌

第４回目
㊌のみ

鳥飼野々 1～ 3、鳥飼本町 1～ 5 11日㊍、25日㊍ 11日㊍
鳥飼下 1～ 3、鳥飼中 1～ 3 11日㊍、25日㊍ 25日㊍

４日㊍、
18日㊍鳥飼新町 1・2、鳥飼銘木町、鳥飼上

1～ 5、鳥飼八町 1・2 ８日㊊、22日㊊ 22日㊊

※集団回収をご利用の場合は、それぞれの地域の排出方法をご確認ください

大
型
ご
み
は
木
曜
日

大
型
ご
み
は
金
曜
日

令和６年

ごみ処理広域化開始から１年が経ちました
　茨木市とのごみ処理広域化が開始してから1年が経ちました。昨年4月からのごみ出しの
変更点を再度確認してみましょう。　問合せ　環境業務課へ

　当日のごみ・資源の量や道路状況などによって収集時間は前後することが
あります。ごみや資源は必ず朝9時までに決められた場所に出しましょう。

みなさまへお願い

名称の変更
もやせるごみ  → 普通ごみ
もやせないごみ → 複雑ごみ
水銀使用製品  → 指定ごみ

収集回数の変更

プラ製品、革製品、ゴム製品など → 普通ごみ
電池類、ライターなど → 指定ごみ

出し方の変更

複雑ごみ → 月１回
ダンボール・雑誌　→ 月２回

ごみの持込み先の変更
摂津市環境センター → 茨木市環境衛生センター
   茨木市東野々宮町 14-1 
   ☎ 072（634）1627へ
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２
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